
鳥取県微小粒子状物質に係る注意喚起等実施要領の一部改正 

 

鳥取県微小粒子状物質に係る注意喚起等実施要領（平成25年３月21日付第201200195396号鳥取県生活環境部水・大気環境課長通知）の一部を次のとおり改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定を太枠及び下線で示すように改正す 

附 則 

この改正は、令和７年１月14日から施行する。 

改正後 改正前 

１～４（１） 略 

 

４ 注意喚起の基準 

（２）午後からの活動に備えた判断 

午前５時から１２時までの１時間値の平均値の県内最大値から予想した当日の日平均値が環境

基準値又は国暫定指針値に近い値と予想される場合等に、県内全域を対象範囲として注意喚起を行

う。なお、注意喚起実施後に濃度が低下した場合においても、注意喚起の解除情報は発信しない。 

表３）午後からの活動に備えた判断基準         （単位：マイクログラム／立方メートル） 

 区分 内容 

判断基準 

（５時から１２時まで

の１時間値の平均値の

県内最大値） 

１ 情報提供 環境基準値に近い値を予想 ３５超 

２ 注意情報 国暫定指針値に近い値を予想 ７０超 

３ 警戒情報 国暫定指針値を超過する予想 ８０超 

 

５～６ 略 

別紙  略 

１～４（１） 略 

 

４ 注意喚起の基準 

（２）午後からの活動に備えた判断 

午前５時から１２時までの１時間値の平均値の県内最大値から予想した当日の日平均値が国暫定指

針値を超過すると予想される場合等に、県内全域を対象範囲として注意喚起を行う。なお、注意喚起

実施後に濃度が低下した場合においても、注意喚起の解除情報は発信しない。 

表３）午後からの活動に備えた判断基準    （単位：マイクログラム／立方メートル）  

 区分 内容 

判断基準 

（５時から１２時まで

の１時間値の平均値の

県内最大値） 

１ 注意情報 国暫定指針値に近い値を予想 ７０超 

２ 警戒情報 国暫定指針値を超過する予想 ８０超 

 

５～６ 略 

別紙  略 

 


